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朝宮自治振興会
　朝宮学区で昨年６月 18日に朝宮自治振興会が設立さ
れました。
　朝宮学区は、朝宮茶が有名な地区で、茶摘みでは結い
の精神が根付き、顔見知り同士の付き合いが行われてお
り、学区としての活動も活発に行われてきました。
　今回の自治振興会設立は、これまでの活動を継続する
ことを基本にしながら、新たな組織として再出発となり
ました。
　設立された自治振興会は、区民の皆さんや各種団体、
民生児童委員、人権推進員などの皆さんも参画されてお
り、今後、様々な角度からの事業展開に期待が寄せられ
ています。

朝宮自治振興会
小
お
倉
ぐら
繁
しげ
昌
まさ
会長に聞きました。

── �自治振興会設立に至った経過や�
ご苦労されたことをお聞かせください

　平成 22年春、市より提案を受けた当初、朝宮には既
に学区単位組織「地区社協」があるため、設立に戸惑い
は隠せませんでしたが、学区組織でやっていたことは自
治振興会でも出来ることや交付金事業を利用すれば、区
からの負担削減が進むとともに、より良い活動が出来る
などの説明を受け、組織立上げを進めました。各区（上
朝宮・下朝宮・宮尻）、地区社協、自治会で説明会を行い、
地域の皆さんに理解を深めていただきました。元々学区
単位の組織があったので、自治振興会の設立については
比較的皆さんの賛同は得やすかった印象があります。

　昨年１月 20 日
に設立準備会を立
ち上げ、４回の会
議を経て、同年６
月 18 日に設立総
会を開催、朝宮自
治振興会がスター
トしました。

── �すでに事業も実施されているということですが

　当会は４つの部会があり、部会を中心に事業を行って
います。
　体育部会では、９月 18日に学区体育祭を、福祉部会
では敬老会を 10月２日にそれぞれ実施しました。また
11月 23日には、文化部会主催の文化祭と茶業協会主催
の茶まつりを「朝宮フェスタ」として開催し、多くの方
に来場いただきました。中でも文化祭では、多文化に触
れるメニューとして、今年は沖縄民謡「エイサー」の舞
踊を皆さんに見ていただきました。朝宮にいながら他地
域の文化に触れる貴重な機会として今後も続けていく予
定です。3月には、区民部会を中心として戦没者慰霊祭
を開催する計画をしています。

── �朝宮自治振興会のＰＲをどうぞ

　当会は、既存の学区組織が行ってきた敬老会、体育祭、
文化祭などを今後も継続して行います。
　しかし、学区内では少子高齢化が進み、教育問題、高
齢者医療問題への対応、伝統産業である「朝宮茶」の後
継者育成、増え続ける不法投棄への対策などこれら将来
への不安解消に向け、自治振興会として何ができるのか、
市との協働も視野に入れ模索していきます。皆さんのご
理解ご協力をお願いします。
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な
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な
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ボ
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収
、そ
れ
を
小・中
学
生
や

老
人
ク
ラ
ブ
の
協
力
の
も
と
、区
民

の
交
流
を
図
り
な
が
ら
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
を
つ
な
げ
ツ
リ
ー
状
に
仕
立
て
、Ｌ

Ｅ
Ｄ
電
球
を
装
飾
さ
れ
ま
し
た
。

　
27
日
に
は
震
災
復
興
へ
の
祈
り
も

込
め
た
点
灯
式
が
行
わ
れ
、夜
の
集

落
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。
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造
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地域コミュニティ推進室
  ☎65-0687　Fax63-4554問い合わせ

自治振興会は、1月１日現在、市の提案 23地区の内、
22地区で設立されています

　
平
成
23
年
12
月
31
日
を
も
っ
て
、人
権

擁
護
委
員
の
田た

中な
か
義よ
し
人ひ
と
氏（
甲
南
町
）が
任

期
満
了
に
伴
い
退
任
さ
れ
、新
た
に
八
里

良
子
氏
が
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
ら

れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
、１
月
１
日
か
ら
平
成
26
年
12

月
31
日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。

　
今
後
、市
内
の「
人
権
な
ん
で
も
相
談
」

を
中
心
に
、「
人
権
週
間
」に
お
け
る
街
頭

啓
発
等
、市
内
で
の
人
権
擁
護
活
動
に
ご

尽
力
い
た
だ
き
ま
す
。

　
人
権
に
関
わ
る
悩
み
ご
と
を
抱
え
て
お

ら
れ
る
方
は
、人
権
擁
護
委
員
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

●
就
任
さ
れ
た
人
権
擁
護
委
員

　

八は
ち
里り

　
良よ
し
子こ 

（
甲
南
町
森
尻
）

人
権
擁
護
委
員
の

委
嘱
発
令
が
あ
り
ま
し
た

問
い
合
わ
せ

　
人
権
推
進
課　
人
権
政
策
係

　
　
　
　
　
　
☎
６
５
‐
０
６
９
４

　
　
　
　
　
　
Fax
６
３
‐
４
５
８
２　

102012.1.1平成24年1月1日11 2012.1.1 平成24年1月1日


